
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
二
十
一
条
」
を
「
第
二
十
条
」
に
、
「
第
二
十
二
条
」
を
「
第
二
十
一
条
・
第
二
十
二
条
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
救
済
」
の
下
に
「
、
研
究
機
関
の
能
力
を
活
用
し
て
行
う
環
境
の
保
全
に
関
す
る
研
究
及
び
技
術
開
発
」
を
加

え
る
。

第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
秘
密
保
持
義
務
）

第
八
条
の
二

機
構
の
役
員
若
し
く
は
職
員
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ
っ
た
者
は
、
第
十
条
第
一
項
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に

掲
げ
る
業
務
に
係
る
職
務
に
関
し
て
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
条
第
一
項
中
第
八
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
七
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

八

大
学
、
国
立
研
究
開
発
法
人
（
通
則
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
立
研
究
開
発
法
人
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
研
究

機
関
の
能
力
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
に
よ
り
そ
の
効
果
的
な
実
施
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
の
保
全
に
関
す
る
研
究
及

び
技
術
開
発
を
行
う
こ
と
。
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九

前
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
成
果
を
普
及
し
、
及
び
そ
の
活
用
を
促
進
す
る
こ
と
。

十

環
境
の
保
全
に
関
す
る
研
究
及
び
技
術
開
発
に
関
し
、
助
成
金
の
交
付
を
行
う
こ
と
。

第
十
一
条
中
「
又
は
第
五
号
」
を
「
、
第
五
号
又
は
第
十
号
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
三
号
中
「
前
二
号
」
を
「
前
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

三

第
十
条
第
一
項
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務

第
二
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条

第
八
条
の
二
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
五
章
の
章
名
を
削
り
、
第
二
十
条
の
次
に
次
の
章
名
を
付
す
る
。

第
五
章

罰
則

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
国
の
権
利
義
務
の
承
継
等
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
（
以
下
「
指
定
日
」

と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
法
第
十
条
第
一
項
第
八

号
に
規
定
す
る
業
務
に
関
し
、
現
に
国
が
有
す
る
権
利
及
び
義
務
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
指
定
日
に
お
い
て
、
独

立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
（
次
項
に
お
い
て
「
機
構
」
と
い
う
。
）
が
承
継
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
国
の
有
す
る
権
利
及
び
義
務
を
承
継
し
た
と
き
は
、
そ
の
承
継
の
際
、
承
継
さ
れ
る
権
利
に

係
る
財
産
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
価
額
の
合
計
額
に
相
当
す
る
金
額
は
、
政
府
か
ら
機
構
に
対
し
出
資
さ
れ
た
も
の
と
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
機
構
は
、
そ
の
額
に
よ
り
資
本
金
を
増
加
す
る
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
政
府
か
ら
出
資
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
同
項
の
財
産
の
価
額
は
、
指
定
日
現
在
に
お
け
る
時
価
を

基
準
と
し
て
評
価
委
員
が
評
価
し
た
価
額
と
す
る
。

４

前
項
の
評
価
委
員
そ
の
他
評
価
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。
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理

由

環
境
の
保
全
に
関
す
る
研
究
及
び
技
術
開
発
を
効
率
的
・
効
果
的
に
推
進
す
る
た
め
、
当
該
研
究
及
び
技
術
開
発
の
実
施
及

び
助
成
に
係
る
業
務
を
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
の
業
務
の
範
囲
に
追
加
す
る
と
と
も
に
、
役
職
員
に
係
る
守
秘
義

務
規
定
の
整
備
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


